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新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策

デフーレヘの緊急対応～

Ｔ

ニ

1:当 面の目標と現状認識

(「デフレ脱却」が当面の目標)

昨年来、日本経済はデフレが続き、元気な日本の復活を阻害する大きな

要因となっている。      |               ｀

本年6月に策定した1新成長戦略」においては、経済財政運営の基本方

針として、2020年度までの 11年 間をデフレ終結の前後で「フ土‐ズI」と

「フ手■ズⅡ」の2つに分けt「デフレ清算期間」とした「フエ‐ズ:」ではt

需要面を中心とする政策により、日本経済を本格的な回復軌道に乗せ、で

きるだけ早期にデフレを終結させることとした:具体的には、2011年度中に

は消費者物価上昇率をプラスにしt速やかに安定的な物価上昇を目指す

こととしている。
「デフレ脱却」がt政府における当面の経済財政運営の重要な目標であ

る。              |

(円高や海外経済の減速等による景気の下振れリスク)

我が国経済は、アジアを中心とした外需や「明日の安心と成長の
'た
めの

緊急経済対策」(平成21年 12月8日閣議決定)をはじめとする政策の下支

え効果等により、、持ち直してきたものの(依然として厳しい状況にある。特
にt新卒者・若年者の雇用状況は厳しく、また、多くの地域で厳しい雇用情

勢が続くなど、デフレ終結に向けた経済の基盤は未だ脆弱である3

こうした中、内外金利差の縮小等から、円ドル・ンートが8月には1995年

4月以来15年振りの水準を記録するなど急速な円高が進行しているg円高

には、輸入価格の低下による企業収益の増加要因となるほか、国内投資
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家1消費者の購買力の増加につながる等のメリットもある‐方で、円高の進

行:長期化は、外需の減少、設備投資や雇用の停滞、さらには企業の海外

移転等を通じて、経済成長の下押し要因となる。また、海外経済は 減ヽ速

懸念が強まうている。                 |

このような円高や海外経済の減速懸念等が我が国景気の大きな下振れ

リスクとなっている6            1

2:経 済対策の基本的視点

上記の基本認識を踏まえ、今回の経済対策は、以下の3つの基本的視

点に立脚している。

(第1)「時間軸」を考慮したt「3段構え」の対応

経済が自律的回復には至らてぃない中で円高等による景気下振れリス

クが強まつていることに対しては、まずはスピァドを重視して緊急的に対応

し、その影響を最小限に食い■Lゅることが重要である̀

こうした緊急的な対応(ステジプ1)に続き、今後の景気:雇用の動向を踏

またた機動的対応はテップ2)(平成 23年度における新成長戦略の本格

実施(ステジプ3)により、時間軸を考慮した「3段構え」の政策展開を行い、

デァレ脱却と、景気の1自律的回復に向けた道筋を確かなものとしていく

(「Ⅱ。「3段構え」の対応について」参照):      :

(第2)「雇用.」を機軸とした、経済成長の実現

‐「雇用」を機軸とした経済成長を目指す。雇用が広がれば、所得が

増え、消費を刺激し、経済が活性化する。こうした 「好循環」を実現



するため、予算・税制・企業社会システム全般にわたうて、「雇用」の

基盤づくりに全力を尽くす。|  |         .
1具体的には、①経済を成長させて F雇用を倉Jる1:71Jぇばt介護`医

療 ・保育t環境、観光など潜在的な需要が大きい分野において、雇用

創出を推進する6②円高等による国内雇用の空洞化を防ぎ、F雇用を守

る」:③ 求人ニーズの高い中小企業等とのマジチングを強化し、「雇用

をつなぐ」。これらの取組により、国民全てが意欲と能力に応じて働け

る社会の実現を目指す:

第3)「財政」と「規制甲制度改革」の両面の取組

経済対策の推進にあたっては、1経済成長の障害を除去するために、
予算や税制というた財政措置だけで―なく、財源を使わない規制・制度
改革どめ両輪により取り組む:
このため、まずは、「日本を元気にする規制・制度改革100」として、

既定の改革の前倒しを含め都市再生・住宅投資の加速化、環境・エネ
ルギー技術の投資・禾U用促進、崖療 `介護分野での需要 ,雇用創出、

観光振興をはじめとした地域活性化t及 び国を開,く経済戦略の5分野
を中心に、需要■雇用創出効果の高ぃ規制・制度改革を強力に推進す
るどさらに、平成23年度においては、新成長戦略に関わる規制::制度
を中,いに(潜在的な需要を抑えているルールを変更することを含め、

さらなる課題に取り組れ |
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I:「 3段構え」の対応につい

経済対策の実施においては、短期的な観点から細切れ的な対応を行う

ことは厳に避けなければならない。このためt当面の対応に限らずt平成

23年度までの「時間軸」を考慮した「3段構え」の対応を念頭に置き、経済・

雇用動向に即した措置に万全を期す。

「時間軸」を考慮した「3段構え」の対応

ステップ1日 高、デフレ状況に対する緊急的な対応     |

◇ 円高等の景気下振れリスクヘの対応、デフレ脱却の基盤づくりのた
: め

の緊急的対応 ‐                ‐
・景気下振れリスクヘの対応と、「新成長戦略」の前倒しの2つの視′煮
・「雇用」「投資」「消費」「地域の防災対策」「規制・制度改革」の5つ

の柱  /.
・経済危機対応・地域活性化予備費(残額 9,182億円)の活用

ステップ2全 後の動向を踏まえた機動的対応 ‐ |

◇ 今後の景気・雇用動向を踏まえた機動的・弾力的な対応
・必要に応じてt国庫債務負担行為(1兆円)の活用を含め、補正予

: 算の編成等t機動的・弾力的に対応する。          |

◇ 新成長戦略の推進:カロ速 ■ .          |

ステップ3王 成23年度の対応二新成長戦略の本格実施
:◇ 平成23年度予算において、「元気な日本復活特別枠」の活用等によ

り、需要:雇用創出効果の高い施策,の 重ノ気配分を行い、新成長戦略
|を本躍勇超咆 )   ■                    1
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ステ,プ 111由高、デフレ状況I主対する緊急的な対応    |、
※詳細は、「Щ:緊急的な対応の具体策」を参照6

1.緊 急的な対応

(「2うの視点」と「5つの柱」)

緊急的な対応においては、円高や海外経済等の景気下振れリスクヘの

対応(低炭素社会の構築などの「新成長戦略」の前倒しとし:うヽ2つの視′点か

ら、即効性があり、需要・雇用創出効果が高い施策を厳選して実施する3こ

の緊急的な対応の1主な目的は、景気回復の芽を摘むことがないよう、予防
的な観点から、即効性のある措置をとることにより、早期のデフレ脱却のた
めの基盤づくり″断子う。‐   `              :

こうした視点に基づき、デフレ脱去「の基盤づくりとして、まずは新卒者等
「雇用」の緊急対応、そして「投資」、「消費」、「地域の防災対策」(「規制・

制度改革」を合わせた5っを柱と位置づける。  |   |   =

なお、為替については、為替市場の過度な変動は経済:金融の安定に
悪影響を及ばヽ のでありt引き続きその動向にういて注視していくととも

に、必要な時には断固たる措置をとる。

(金融政策にういて) 1         ■        _

|またt日本銀行に対してはtデフレ脱却が政府と日本銀行の政策課題
であるとの認識を共有し、31き続きt政府と緊密な情報交換:連携を保ちつ
つt適切かつ機動的な金融政策の運営によって経済を下支えするよう期待
する。    ・           :

|.この緊急的な対応においては、平成 22年度「経済危機対応・地域活性

化予備費J(残額9,182億円)を活用する。
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ステップJ今 後の動向を踏まえた機動的な対応

1.今 後の景気:雇用動向を踏まえた対応    :
「ステシプ1」の緊急的な対応に続く段階においてはt引き続き景気の下

振れリスクに警戒し、機動的・弾力的な対応をとるとともに、新成長戦略を推

進。カロ速する。これにより、雇用を下支えしつつ、̀デフレ脱却と景気回復に

向けた動きを確かなものとしていく。            _

上記の対応にあたらては、今後の景気・雇用動向を踏まえ、必要に応じ、

平成22年度予算で措置した1兆円の国庫債務負担行為の活用を含めて補
正予算の編成等、機動的・弾力的に対応する6 1

2.新 成長戦略の推進・加速 _.       :

新成長戦略に示された経済財政運営の基本方針に基づき、当面は需要

面からの成長を重視しっつ、7うの戦略分野と21の国家戦略プロジェクト

からなる新成長戦略を推進‐加速していく8            ・

(1)「新成長戦略実現会議」による新成長戦略の推進・加速

■総理を議長とし、1関係大臣、日本銀行総裁t経済界、労働界、民間有
:識者により構成される「新成長戦略実現会議」(平成22年9月7日閣議決
0に おぃてく新成長戦略の各分野、各プロジェクトの推進`カロ速を図乙

(2)雇用戦略対話の開催                  ‐

雇用戦略対話を開催し、新成長戦略における「雇用0人材戦略」等を

1推進・加速する3     ‐

(3)「日本国内投資促進プログラム」の策定:推進|      : :

各産業界及び労働界の参加を得た「国内投資促進円卓会議(仮称)」

を設け、工場・事業所(本社等機能の国内立地促進、ものづくり基盤を支

える申小企業対策を重′点に、今後半年から1年の間に実施すべき国内

立地促進策を制 、10月から11月を自途にプログラムとして策定して´
推進する。                  |

(4)規制二制度改革の加速
「日本を元気にする規制・制度改革100」を迅速に実施するとともに、更

なる課題に取り組みt規制・制度改革を加速する。
.‐

         6                .



ステ'プ3干 成23年度の対応_新成長戦略の本格実施

平成23年度においてはt新成長戦略実現会議鵠 活用し、新成長戦略

を本格実施することにより|デフレの脱却と雇用を起点とした経済成長を目

指していく。このため、以下の対応を図る。‐ :   | ‐
｀
法人実効税率の引下げについては、日本に立地する企業の競争力強

化と外資系企業の立地促進のため、課税べ■スの拡大等による財源確保
と併せ、23年度予算編成・税制改正作業の中で検討して結論を得るg

(1)予算編成における「元気な日本復活特別枠」の活用

平成 23年度予算編成において、政策コオ ストを実施しううt「元気

な日本復活特別枠」の活用等により、需要:雇用創出効果の高い施策ベ

の重′点配分を行う:       ―        ‐

(2)雇用促進等のための企業減税‐     |   ‐     :

1新成長戦略の実現、特に、F雇用」を機軸とした経済成長を推進する観
| ′点から、政策税制措置を平成23年度税制改正において講ずる:このた

| あt①健康,環境分野等をはじめとする雇用あ創出のほか、②正規雇用

化t③育児支援t④障がぃ者雇用などの視′点を踏まえ、1例えばt雇用
の増加に応じ、企業の税負担を軽減する措置を講ずるなど、有効な税

市J措置の具体化を図る。|   ‐

・また、企業の環境関連の設備投資1技術開発等を推進するための税制

上の措置を講ずる: ‐   :        |     ′
:このためt「日本国内投資促進プログラム」の検討と並行してt上記の税
‐
制措置について、税制調査会に雇用促進税制等の検討を行うプロジェ́

クトチームを設置し、早急に議論を開始する:

(3)規制‐制度改革‐   |

新成長戦略に関わる規制・制度を中心に、その改革を引き続き迅速に

推進する。

7



対応の具

ステップ1における当面の緊急的な対応においては、、急速な円高、の

対応や金融面での対応に加え、,前述の通り、まずは「雇用」に直接焦点を

当てた対策、即効性の高ぃ施策により「投資」や「消費」というた民間需要

を喚起する施策、迅速に実施できる「地域の防災対策」tそして「規制:制

度改革」の5つの柱において、施策を展開していく8これらにより、雇用を下

支えする:       |             ‐

O急 速な円高 rデフレヘの対応       |   ‐

円高の急速な進行・長期化は、経済,金融の安定^の 悪影響から看

過できない問題であり、政府は必要な時には為替介入を含め断固たる
.糧 をとる。     |                      「

また、日本銀行に対してはt政府と緊密な連携を図りっつ、デフレ脱

却の寒環に向け、さらなる必要な政策対応をとることを期待する3

こうした為替1金融面の対応に加え、急速な円高が実体経済にもたら

す下振れり不クに対しては(以下に述ドる「雇用」「投資」「消費」の基盤

づくり等により、内需の下支えを図ることで、その負の影響を最小限に食
‐い止める。|       ‐   |

なお、こうした影響緩和を行うと同時に、円高のメリットを最大限に活用

するという観′点も重要である3具体的には、円高は、商品:サすビスの輸
:入(資源関連を含め海外の資産購入やⅥい に有利な条件をもたらす。

|

新成長戦略の考え方に沿らてtこうしたヒト・モノ・カネの流れを活性化す′

る施策を積極的に推進することにより、我が国の成長基盤の強化が図ら

れることになるも              ｀

1.「雇用」の基盤づくり   | ｀ 1   ‐   ‐
′

■厳しい雇用情勢の中でt「新成長戦略」を踏まえt「新卒者雇用に関す

8



る緊急対策にういて」卜に示された取組や、若年者を中心とした雇用対

策を講じらつ、潜在的な需要を有する分野(子育て、医療・介護、環境、
「

情報通信(農業、林業等)において、「新しい公共」の考え方に立ち(NP

O鵠 活用しながらt雇用戦略の取組を推進する8‐ |

また、中小企業に対する金融支援を通じて、
1雇用の確保を図るι  :

(1)新卒者雇用に関する緊急対策    ‐

O新 たに緊急,重′点的に取り組む対策  ‐   ‐

○ 新卒者等に対する相談支援の強化     |、 |

.〇 採用意欲の高い中小企業と新卒者等のセッォング促進 |
○ インタマンシップ`トライアル雇用の推進|        ‐  ‐

1 0関 係機関の連携による地域の実情に応じた就職支援とワンストップ
・サ■ビスの推進       |       |

○ 既卒者の新卒枠での採用促進        ‐

(2)雇用創造:人材育成の支援  ‐         ‐  ‐

‐ ○ パニソナル・サポート・モデル事業の実施

○実践■リア:アシプ戦略(キヤリア段位制度)の推進|  | |

○成長分駿 中心とし癖 用創造・人材育成等   ―

(3)て中小企業に対する金融支援    '      :

″′の場彰           た 卒業ブちスを波 ろガ象とι(

求ス蔵笏%%ψ か壁深者の間cの 九霰移笏後 つヽつ、きめ細いく

稟認ヤ″シ残解納η奉物′縁%、 夕      |こ 進めろ

‐<具体的な措置>

○新たに緊急二重点的に取り組む対策
.  (ア

)既卒者採用企業への奨励金の創設【厚生労働省】
f ‐

卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人を提出し、既卒者を正

※新卒者雇用・特命チエム卿 まとめ(平成22奪毬月30自)
19



規雇用する事業主に対し、ハFTワ ニクにおいて奨励金を支給する。|

(イ)トライアル雇用を行う企業への奨励金の創設【厚生労働省】

卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するため、有期で雇

用し、その後正規雇用ヽ移行させる事業主に対し(ハロニワ■クにおい

| て 奨励金を支給する。

(ウ)「新卒者就職応援本部」の設置【厚生労働省】  .

地域の実情を踏まえた効果的な就職支援を実施するため、ハローフー

ーク、地方公共団体、労働界、産業界、学校等の関係者を構成員とする
I                  I

I   「 新卒者就職応援本部」を、全都道府県労働局に設置する。

C)臨床心理士等による相談の導入【厚生労働省】 |

ハロニワニクが行う面接会や、「新卒応援ィヽ口■ワーク」においてt内定

を得られず心理的な問題を抱える新卒者等に対し、臨床心理士等がそ

のサポ∵卜を行う。          |   ‐

○新卒者等に対する相談支援の強化     '

(ア)キャリアカウンセラーの増員等による相談支援の強化【文部科学省】

大学等におけるキャリアカウンセラ早を倍増するとともに、高等学校にお

|  け るキヤリアカウンヤラ‐の配置を推進し、学生・生徒の実態に即した就

1    職 支援の強化を図る。

(イ)就業力を向上させるための支援プログラムの充実【文部科学省】

‐     産 業界との連携による課題解決型授業など、学年の社会的・職業的自

立に向けた就業力育成のための大学の取組を強化する。  :

(ウ)臨床心理士等による相談の導入(再掲)【厚生労働省】

lI)大学等の就職支援担当者向けのメニルマガジンの発行【厚生労働省】

大学等の就職支援業務担当者に対し、ハロ■フエクで行うているサー

:    ビ スゃィ人シト情報を定期的に提供するためのメ‐ルマガジンを発行し、

情報提供を強化する。

0採 用意欲の高い中小企業と新卒者等のマツチング促進
―   (ア )ジョブサポーターによるきめ細かなマッチングの強化【厚生労働省】|
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‐ ‐   「 大卒`高卒就職ジヨブサポ∵夕■」(928人)を倍増し、雇用情勢の悪い

地域へ重点に配置することにより、1.5万件の求人を開拓し、2万人の正

社員就職を実現する。

また。保護者に対し、中小企業べの正社員就職の重要性を訴える啓発

文書の送付等の働きかけを行う。

|    |(イ )「中小企業採用力強化事業」の拡充【経済産業省】

対象企業の拡大により、1万人の求人を開拓し(中小企業と学生のマジ
｀
チングにづいてtインターネット求人サイト等を活用して支援する3  ‐

1 .(ウ )「雇用意欲企業」の発掘口拡大【経済産業省】   |
1 採 用意欲があり人材育成に優れる企業をウニブページ等を通じて情報

発信し、「雇用意欲企業」猪 掘・拡大する。        |

○インターンシップ+ライアル雇用の推進  ■         ―

(つトライアル雇用を行う企業への奨励全の創設(再掲)【厚生労働省】
④多様なインタニンシップ機会の提供【厚生労働省t経済産業省】

ハロァ7■ クによる短期のインターンシツプや、中小企業団体等による

_半年の多様なインターンシップ(新卒者就職応援プロジェクト)により、多

1様 なインターンシゾカ機会を提供する。
|

(ウ)京都ジョブパ=ク※モデルの全国展開【厚生労働省】

重点分野雇用創造事業を活用し、地方公共団体が主体となって行う京

都ジヨブパーク方式等による未就職卒業者のトライアル雇用について、

全国的に展開する。

ップニサ■ビスの推進    |

(ア)「新卒者就職応援本部」の設置(再掲)【厚生労働省】

(ィ)F新卒応援ハ甲―ウエク」を拠点としたワンロストツプロサニビスの推進

※京都ジヨブパークとはt京都府、労働者団体、経営者団体などが核となり、ハロ■フ‐クと緊密に連携し、相談から調職、
職場への定着まで、ワン,ストップで支援する総給1蔵けも量剛処点´

■

‥

とワンロスト



1‐        【 厚生労働省】

1 全 都道府県労働局に新卒者等が利用しやすい専門のィヽローワニクを

‐      設 置し、大卒就識ジヨブサポ‐夕‐による就職支援を行う。  「

○既卒者の新卒枠での採用促進

I(ア )既卒者採用企業べの奨励金の創設(再掲)【厚生労働省】

: |(イ )「青少年雇用機会確保指針」の改正【厚生労働省】

雇用対策法に基づく「青少年雇用機会確保指針」を改正し、卒業後3年

間は新卒として応募できるようにすることを盛り込みt既卒者の新卒枠で

.    の 採用が促進されるよう経済団体等に要請する。      ′

,医療ジ糠錫)と溶雅筋な錫 フ
Lる

分野を≠′εヽた、嚇Fしい幾 ′の教
1方

をこ立ら、“ 縄 涯〃レンち、層屁勃旨・ス″物 力"7を燿進ι、蒻佐

なヽ通業搾もつな痛 い(                     |

<具 体的な措置>  ‐

〇パニソナル・サポート,モデル事業の実施【内閣府、厚生労働省】 | ‐

1   生 活及び就労に関する問題を抱え(本人の力だけでは自立することが

1   難 しい求職者に対して(当事者のニーズに合わせた制度横断的から継

|  ´ 続的な支援を行うパ‐ソナル・サポ∵トサ‐ビスをモデル事業として実

施する(全国 5か所で先行的に実施し、今年度中に 20か所程度に拡

大)。    |

○実践キャリアニアップ戦略(キャリア段位制度)の推進

| ‐          ||【 内閣府、文部科学省、厚生労働省t経済産業省】

「介護・ライフケア」t「環境・エネルギニ(含、林業)」、「食・観光」などの

新たな成長分野への労働移動を促し、当該分野・業種での人材を育成`

確保するため、実践的な職業能力に関する評価基準や育成プログラム

の策定などを内容とする実践キャリア・アップ戦略(キヤリア段位制度)を

推進する。
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○成長分野を中心とした雇用創造・人材育成等

(ア)「重点分野雇用創造事業」の拡充【厚生労働省】

介護t医療、農林、環境。エネルギー、観光、地域社会雇用等の分野に

|    お ける新たな雇用機会の創出、地域ニーズに応じた人材育成を推進す

る「重点分野雇用創造事業」を拡充する6

(イ)農林水産業、海運業における雇用創造・人材育成策の推進   :
‐                       【 農林水産省t国土交通省】

実践的な研修等を通じて行う農業や漁業の就業者及び農村活性化を担

う人材の確保:育成支援策、並びに海運業における若年船員の雇用支

援策を推進するもまた、T蘇 ・林業再生プラン」※1に基づき、林業を成

■    長 :雇用創出産業として再生するための対策を緊急に進める:
' (ウ)情報通信、観光業及び中小企業における雇用創造,人材育成の推進

‐       |  【 総務省、経済産業省、国土交通省】
1    ‐ 1公共サ■ビス分野や地場産業分野において、情報通信技術(ICT)の

利活用の取組を通じ、地域に根ざした雇用創造を支援する。また、観光

業における訪日外国人に対応した人材や(中小企業におけるものづくり,

|  ‐ ′ 分 野等の人材の育成事業を拡充する。  `|

(ェ)発達障がい者に対する雇用支援の充実【厚生労働省】

発達障がい者の雇用開発に係る助成金等の支給要件を見直すとともに、

| | :関 係機関の連携を強化することで、発達障がい者に対する雇用支援の

1   充 実を図る。   |                1   1

(わ企業の人事労務担当者向けのメニルマガジンの発行【厚生労働省】

1     企 業の人事労務担当者に対し、経済対策に係る雇用支援策等の周知を

1    歯 るためのメニルマガジンを発行し、情報提供を強化する。

(か安心こども基金の延長等【文部科学省、厚生労働省】 |

待機児童ゼロ等を目指す「子ども・子育てビジヨン」※2の達成に必要な取

.     組 を促進するとともに:子育て分野の雇用を創出するため、基金による

事業実施期限(平成22年度刺 の延長等を検討する:

xt+rtzr +r2E2sB
N'+rr,zz+ rEzsH嫁̈は 1 3



巧″ 松 寿 冴 %翌 剛 見 舞 %暫 εσ 動 物 物 幾 祝 乙  |

‐<具 体的な措置>

〇中小企業に対する金融支援
(ア)信用保証協会による保証付き貸付の返済負担の軽減

【経済産業省、財務省】

円高等の厳しい経済環境の下、信用保証協会の保証付き貸付につい

て、中小企業の当面の返済負担軽減に対応できるよう、条件変更の実

■ 績 を勘案し、信用保証制度を支える日本政策金融公庫の財政基盤を強

‐  ｀ 化する。               |   | ‐

(イ)デフレにわ 実質金利高に対応するための金利の引下げ

‐ 1      【 内閣府、財務省t厚生労働省、農林水産省、経済産業省】

円高・デフレ下でt長期の設備投資等を行う企業に対して実施している

獅 l引下げ措置を今年度下半期におし`ても実施する。     |

|  (ウ )特男1相談窓口の設置と資金繰りの支援

【内閣府、財務省、厚生労働省、農林水産省t経済産業省】

信用保証協会(日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合

`中央金庫等においてく円高等の影響を受ける申小企業等向けの特別

相談窓白を設置するとともに、景気対応緊急保証、ヤ■フテイネッ噴 付t

危機対応業務等を活用した資金繰り支援を行う。

(工)円高等が企業金融に与える影響の把握と民間金融機関に対する中小

1 企 業等への金融円滑化の要請【金融庁】    | _
1  ' 金 融仲介機能の 営ヽ るゝ発揮の観点から、円嵩等が企業金融に与える

影響を調査|‐把握する.とともに、民間金融機関に対し中小企業をはじめ

とした企業金融の円滑化を要請する:        |

O中小企業支援施策の「ウンスト'プロサ■ビス:ディ」の開催 |   |
:                :   【 経済産業省】

関係機関の協力の下、利用者が■うの窓口で必要な各種支援サこビ

. :   不 (資金繰り相談t新事業展開などの経営相談t雇用調整助成金の相

,談など)の利用ができるよう、「ワンストシプ・サービス,デイ」を開催する:

‐ 1          141            1



2,「投資」の基盤づくリ       ー   |  ―
‐円高の進行・長期化による地域め工場や、本社機能等の海外移転:

1雇用の国内空洞化を食い止めるとこも||、中″`企業の準外販略開拓文
援を図り、環境にも配慮した国内投資の再強化に向けた総合的な取組
を推進する6     ・

(1)督表素型雇用創1産 業立地=援 の1進  |  |

(2)中J 企`業等の高付加価値化、販路開拓等の1緊急支援

(3)新たなPPP・pFI事業の案件形成支援     ‐

(1)低炭素型雇1用創出産業立地支援の推進【経済産業省l

.<具 体的な措置>‐               |   |
| ‐ 1将 来め大きな成長塵雇用籍J出が期待できる「グ'■ン産業」(二|カァ、プ

:  チ ウ̂ イオン電池、LED(発光ダイオード)などの環境関導技術分野)の

国内での工場立地を支援する事業(補助率1/3(中 小企業は1/2))

を推進する6     1

(2)中小企‐業等の高付加価値化、販路開拓等め緊急支援|  |
| |<具体的な措置メー | | |

17)戦略的基盤技術高度化支援事業の拡充【経済産業省】   ■
| ‐  1円 高等の影響を受|する「ものおくり中小企業」が行う基盤技術の研究開|

発や、その成果を活用した展示品製作t販路開拓というた取組を支援

し、商品の高付加価値化や新規事業への展開を後押しする:

|  (イ)中4‐ヽ企業の海外販路開拓支援の拡充:【経済産業省】

中小企業の海外展開を支援するため|、体制を整備して海外バイヤ■の

. ‐ 招、いや、海外展示会⌒の出展支援の拡充等を実施する。   :|
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(ウ)農林水産業の海外販路開拓支援の拡充【農林水産省】

国産農林水産物の輸出拡大を支援するため、国内外のバイヤ■との展

示・商談の場の提供等を実施する8        1‐

<具 体的な措置>

民間資金を活用したコンセッション方式※等の新たなPPP・pFI事業を導
入するため、民間企業等から提案を募集し、事業スキ∵ムの検討t実施
可能l■の向上を図る等、事業案件の形成を推進する6.

※ 公共施設のけ 良間に移転しなし漱ま、民間事業者l乱 て、インフラ等の事業権(事業運営。開発に関する1目D

を長期間にわたつて民間に付与する方式  ‐           ,
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3.「消費」の基盤づくり |  __ |     ‐‐
景気下支え効果が大きぃ環境関連の家計需要支援策である家電エコ

ポイント制度t住宅土コポィント制度、及び優良住宅取得支援市J度(フラ

ジト35S)の大幅な金利引下げの延長等の緊急措置を講じる。
'

(1)家電平コポイントtll度の延長      ‐   ‐  |

(2)住宅エコポイント制度の延長

(3)優良住宅取得支援制度(フラウト35S)の大幅な金利引下げの

,延長       | ‐

【総務省t経済産業省、環境省】
‐ ‐ く具体的な措置>          |   フ

(ア)エコポイント制度の延長(平成23年3月末まで),

|.  省 干ネ家電(地上デジタル放送対応テレビ、エアコス 冷蔵庫)の購入

|・‐  を 対象とするエコポイント制度を3か月延長する(平成23年3月31日ま

‐    で 延長):省エネ効果の高いLID電 球等,の 商品交換を行う場合はt

l  ‐  ポ イントを2倍換算する優遇臓 継続する。

(イ)より省エネ性能の高い家電に対象を限定     |

対象家電を統一省手ネラベル※4☆以上から、省エネ性能が更に高い5

☆の製品に限定する。                    |

拳赫 省緋 ―性能にらぃて多関簡漸餞誅した表示テや%5☆ は最高ランク。

■   ‐  17



(2)住 宅ェコポイント制度の延長【経済産業省、国土交通省、環境罰
:<具 体的な措置>  ‐

|  エ コポイント制度の延長(平成23年'12月末まで).

土コ住宅の新築、介護にも役立つバリアフリーリフオームを含めた■コ住

宅人のリフオームに対してポイントZ婦巻行する制度を1年延長する(平成

(23年 12月 31日まで延長)。     |          ■

)(3)優良住宅取得支援制度(フラツト35S)の大幅な金利引下
げの延長【国土交通省】1 ‐            ■
‐
<具 体的な措置>

大幅な金利引下げ措置の延長(平成23年 12月末まで)

1    耐 震陛、省工 ルヽギー性等の性能に優れた優良住宅の取得に対し、当

‐ 初 10年FH5の金利引下げ幅を時限的に0.3%から1.0%に拡大する措置

を1年延長する(平成23年 12月30日まで延長)。また、住宅について

|よ引き続き、各種税制の活用を図る:     「     1
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国民生活の安全に直結する耐震化・ゲリラ豪雨対策等緊急防災対策

を講ずる6  `

(1).病院等の耐震化等対策|.   ■

(2)ゲリラ豪雨対策等緊急防災対策

(1)病院等の耐震化等対策 |     |

‐ ‐<真体的な措置>             `
|(ア)災害拠点病院等の耐震化の促進【厚生労働省】

(イ)学校施設の耐震化等の促進【内閣府、文部科学省】、

(2)ゲリラ豪雨対策等緊急防災対策      ‐

<具体的な措置>       :

(ア)道路t河川等の防災「震災対策【内閣府、国土交通省】 ■

● (イ)農地の湛水被害等の防止対策【農林水産省】

(ウ)中“災胃等の防止対策【農林水産省】
｀
|■ .(工 )大規模災害への対処能力の強化【警察庁】

:  け )栞害に備えた体制、設備の強化等【内閣府t総務省、厚生労働省】

|   | (力 )港湾、海上防災体制の強化【国土交通省】

(キ)地震‐津波等の観測・監視の基盤整備【国土交通省】
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5‐_日本を元気にする規制改革100     ‐     |

力笏薩変わなレ:)f資施味をして ″建の改革の美滋寿効け訪紹じ%こ とを

含め、多 ″髪 θ住宅 環券 エネルギー、該 ・猪       じ めとレ
ー
″坂活燃化麦″       の 5分野を夕どヽこ 需れ副顔陶揚磁痛

|ル"卿 ・形 該 裳 黎 笞:妨。さらに 芳′I次底 %た κ励 帳 物 中

|こ脚 込〃 た 事項例 寂 、″ を金 甥 ″ 物 筵 効 拓 ついて 貯

馳膨 Z淮 へのカガ1鹸 目的tこ食 れ わ翡 諄み 効明 凌勤 協ル やら、

傷″ 7-覇 勁%′ 〃癸/角じ て更ヤこ検講 進め、

戦 ″句窃摯 目途′こ取りまとめ猜 う。

<具 体的な措置>           .′       |

○都市再生、住宅投資の加速化
・都市再生の推進や老朽建築物の建替えを促進する観′点から、これらに資す

る容積率の緩和及びヤンション建替え円滑化法の要件緩和について、平成

22年度中に措置を講じる。      |

〇環境「エネルギー技術の投資1利用促進
`再生可能土ネルギ■の全量買取制度の円滑な導入を目指すとともに、二定

の場合において大規模太陽光発電設備にっいて、建築基準法の工作物め

対象外とする措置を平成22年度中に講じ、さらに、温泉法等の風ガ着藝地

熱発電に係る設置許可基準の明確化を図る。また、住宅・ビル、省エネ・新エ

l  iネ 設備を導入する際に容積、高さが不算入となる場合を明確化し導入のイン

センティブとする。これらの取組等により総合的に再生可能平ネルギァの普

及を加速化する:

| ・ 電気自動車の充電サ‐ビス、充電ステ■ションに係る電気事業法、消防法等

の規制にっし、ヽて取扱ルァルを明確化し、土コヵァの普及促進を図る。

1本質バイオマスを火力発電所等でボイラー燃料として利用する場合の規制の
‐
   在 り方についてt実態を十分に把握した上で所要の検討を行う6

・訪問看護ステーションが適切にサニビス提供を行えるよう、現行のサテライト

事業所や特例居宅介護サ‐ビス費の仕組み、事業形態の在り方等t看護師

、 .      20       、



等の人員基準を含め、訪問看護ステ■ションの在り方について平成 22年 度

中に検討を行い、輪 を得るも
‐

・国際医療交流生腿 するため、「医療滞在ビザ」の設置、同行者への発給の

便宜及び入院目的で長期滞在する者の在留資格の取扱いにういて、平成

22年中に措置を講じるσ

O観光振興をはじめとした地域活性化 ■   ■ ず
・地域資源を活用した観光振興を図るため、町家・古民家を活用した宿泊施設t

‐  農 林漁家民泊(農業体験における食事提供、外国語観光ガイド及び宿泊客

|への周遊案内やェコツアー等に係る規制について所要の見直し又は明確化

|   を 行う。                .        ‐
0森林・林業再生に向け、施業の集約化を促進するため、路網整備に係る森林

t   l所 有者の同意取り付け円滑化に向けたルール整備について、早急に検討に

着手し、平成22年度中に結論を得た上で、平成23年通常国会に法案を提出

するとともに、森林簿,森林計画図の事業者への情報公開について平成 22

年度中に都道府県に助言を行う。           |
:ョンテナ型デ■タセンタ‐の設置について'その利用実態を踏まえて建築基
‐
 準 法め対象外とする措置を平成 22年度中に講じて地方へめ立地促進を図.

る。          .  :    ‐

○国を開く経済戦略    |    ■           ■
:輸出通関における保税搬入原則の見直しにらぃて検耐膨、

1平
成22年度中に

結論を得た上でt平成23年通常国会に法案を提出する。
・高度外国人材の受入れを撻 するため、ポイント制を活用した出入国管理上

の優遇制度に関し、高度外国人材の配偶者の就業や家事使用人の帯同等

について検詞を開始する。 |          ‐

幼保=体 化を含む法案を平成 23年通常国会に提出するための準備を進め

るとともに、安心こあ 基金の補助要件の緩和を行う。|       |

電波の有効利用のため、周波数再編に要するコスト負担についてオ‐クショ

ン制度の考え方も取り入れる等、迅速かつ円滑に周波数を再編するための措

置を平成23年度中に講じる。

2 1



○施策執行の進捗管理  ‐      l i   「

今回の対策に掲げる各施策にういては、「明日の安心と成長のための

緊急経済対策」と同様、PDCAサ イクルに立脚した進捗管理を徹底する。,

○本対策(緊急的な対応)の規模
1本対策(緊急的な対応)の実施に伴う国費及び事業費の規模は、別紙の     °

とおり。                                          |   |

○本対策(緊急的な対応)の効果
本対策(緊急的な対応)による実質GDP押 上げ効果は 0.3%程度、雇用

創出:下支え効果は 20万 人程度(うち新卒者に対する効果は約5万人)と

見込まれる3      1

2 2



1‐ 「雇用」の基盤づく,り

本対策 (緊急的な対応)の 規模

国 費
.(億 円)

1:750程度

(別紙)

事業費
(兆円)

1.1程度

(1)新卒者雇用に関する緊急対策

(2)雇用創造0人材育成の支援
.(う

ち重′点分野雇用倉J造事業の拡充

(3)中小企業に対する金融支援

2‐ 「投資」の基盤づくり
'

250稽蔓吏

1,150程護煮

1,ooOォ呈』乾)

300稽蔓童

11200程度 0.3程 度、

は)職趣 鵬帽麟 勒 礎
。(2)申小企業等の高付加価値化、販蕗開拓等の緊急支援

(3)新たなPPPOPFI事業の案件形成支援

3.「消費」の基盤づくり |

1,100破

100稽誡難

4.500程 度 8.1程 度

(1)家電■ョポイント制度の延長
(2)住宅エコポィント希J度の延長‐

(3)優良住宅取得支援制度(フ"卜35S)の側 1下げの延長

(1)病院等の耐震化等対策

(2)ゲリフ豪雨対策等緊急防災対策

5.日 本主元量Lす る規制改革100

4・三耐震{ヒ::ゲリラ豪雨対策等の蠅戯の防災対策」1:650程度1  0,3程度

850‐程琵吏

1,400稿観奎

2,200稽護難

550破

1;100蕎蔓蔓

計△
ロ

※ 国費は経済危機対応・地域活性化予備費を活用

‐        .         23 ‐

9,150程 度 9:8程 度



:  別 表1既 定の改革の実施時期を前倒しする事項

番号 |■“ | 1中1蛾
<都 市再生・住宅>

1 容積率の緩和 脂蹴貪 濃鞘鐵馨諾蹴 鵞質鷲鴬罷蟄 晰 |
し、結論を得た上で。平成22年度中に措置を講じる。             |

平成22年度検討・

結論・措置
国 土 奎 誦 省

建築確認申請・申請手続の迅速化
自築確認・審査手続の簡素化等について(「建築基準法の見直しに関する検討会」におけ
る検討結巣を踏まえ、必要な見直しを検討嗅 平成22年度中に見直し案を取りまとめた上
で、可能な限り早期に措置を講じる。

平成22年度中検
討。結論、可能な願
り早期に措置

国 土 密 補 省

く環境・エネルギー>

3

再生可能琳 ルギーの導入促進に
向けた規制の見直して大規模太陽:

光発電設備に係る建築基準確認申
請の不要化)

4mを 超える太陽光発電設備の建築基準法
築翼燿攘5蹴 雛 百磐層肇安全措置が講じられていることを条件に、建ヨ

し、結論を得た上で、平成22年度中に措置を講じる。

平成22年度中検
討。結論、電気事
業法令で必要な安
全措置が講じられ
ていることを条件に
平成22年度中に措
置

経済産業省
国土交通省

4

再生可能エネルギーの導入促進に
旬けた規制の見直し(自然公園し温
泉地域等における風力・地熱発電
つ設置許可の早期化・柔軟化 等)

地熱発電を推進するため、温泉法における掘削許可の判断基準の考え方を策定し、ガイド
ラインとして運用するよう平成23年度中を目途に通知する3  1

酷露:嚇 躙
中を目途に結論・

措置

環境省

5

再生可能エネルギーの導入促進に
向けた規制の見直し(COl排出量
Hll減に資する小規模分散型発電設
備に係る規制(保安規程の作成義

璽記乱轟き「
技術者の譲軍義務

D02排出量削減に資する小規模分散型発電設備の「般用電気工作物となる範囲の拡大
こついて、特に太陽光発電設備についてはt安全性確保の観点からの技術的検討の結論
を平成23年2月中に得る。その後速やかに措置を講じる6

平成23年2月中に
結論、その後速や
かに措置   |

経済産業省

6
レアメタル等のリサイクル推進に向
けた規制の見直し

①広域認定詢度における共同認定において、一定あ要件を満たす場合:共百認定界の事
業者が製造した同種の製品であつても認定の対象とすることを検討し、結論を得た上で、

甲率i鐸築等幸念摯‐

Э平成22年度中検
討・結論・措置
Э平成22年度中検
討開始、平成23年
度を目途に結論、
結論を得次第措置

環境省

7

国産木材の利用促進〈r集成材の
日本農林規格」に係る性能規定の
併用導入〉         |

曇塁縫皐皐欝晟説暫馨事露漢奪譲野畢霧残
る改正要望こ薫 眠科学的根抑●基メ
〕年度中に学識経験者等による検討の結論を

得た上で、その結論を踏まえて農林物資規格調査会総会の審議に付す。

平成23年度中に学
識経験者等による
検討の結論・措置

農林水産省

8

鉄筋コンクリート造と木造との併用
構造とする校舎等の構造計算に関
する規定の見直し

「建築基準法の見直しに関する検討会」における1混構造の問題も含めた構造計算適合性
判定制度についての検討結果を踏まえて、必要な見直しを検討し、平成22年度中に見直L
案を取りまとめた上で、可能な限り早期に措置を講じる。

平成22年度中検
討・結論、可能な隅
り早期に措置

国土交通省

9
産業廃棄物の提出条件の統=化
について 熙:驚ぢヽ濯説握蹴彗雪驚茜難:1曇胤多獣こ

全自治体‐c・統二するこ日=づいて、具体的対
上で、平成23年度に必要な措置を講じる。

平成22年度検討・

結論、平成23年度
措置   、

環境省

廃棄物処理法に係る許可手続の電
子化,簡素化

多量排出事業者による報告等の電子ファイルによる提出等を推進するため、平成22年度
中に必要な措置を講ずる̀                           ′

平成22年度措置 環境省

政令で定める市毎に提出が義務付
けられている産業廃棄物収集運搬
業の許可申請手続ρ簡素化

事務面や経費面の効率化の観点から、申請方菅3暫こ螺磐驚贅堕魁鷲鷲群鳩需庭議Lの政令市の区域を越えて広域的に収集運搬
ること等許可の合理化についてt平成22年度中に実施する。

平成22年度措置 環境省

尭棄物処理施設の変更届の要件
餞和

発棄物処理施設の能力を単純に減少する場合の変更許可手続について、平成22年度中
t軽微変更雇出とする。

平成22年度措置 環境省

電気工作物に係る重要変更以外の
事後届出の見直し      ‐

発電、変電、送電等の電気事業に係る電気工作物の重要な変更以外の事後届出(電気事
業法第9条第2項)について、事業者負担の軽減の観点から、情報の利用状況及び情報
度得の代替措置等を勘案の上、平成22年度中に速やかに届出対象となる範囲等を見直
夕。

平成22年度中に速
やかに措置

経済産業省

14
スマートメ=夕の普及促進に向けた
制度環境整備

夕孵兼鋪震藤鰹曇鶴撫謂 ]語齢占嘉称:靱
に検討を開始しt結論を得る(平成22年度中に検討。結論)」とされている。本年5月よリス

が、結論を得る時期を平成露輝習言島嘉瞥デFl回
の悴討

会を
甲等

してぃる|こう
である

平成23年2月まで
に検討・結論

経済産業省

燃料電池自動車・水素ステメション
設置に係る規制の再点検

「規制・制度改革に係る対処方針Jにおいて、「平成17年の高圧ガス保安法改正に基づく水
素ステーションに係る具体的な仕様等を示す「例示基準」を作成・通知する̀ (平成22年度
中措置)」とされているところであるがt検討を前倒しし、平成22年度中速やかに措置を価
こルルオス1

平成22年度中に速
やかに措置

経済産業省

果安法令の適用方法
業界から個別の具体的要望を踏まえ、労働安全衛生法に基づく許可申請の―層の合理イセ
こついて、平成22年度中に実施する。

平成22年度措置 厚生労働省

2 4



鵠 1暉馨
く医療・介護>

17

「内外に開かれた医療先進国:日

本」に係る査証発給要件等の緩和・

外国人医師の国内診療等―医療
のために来日する外国人を受け入
れる国際医療交流今の取組等一①

短期滞在ビザにおいて、商用、観光とともに、「医療」目的を明示する。医療目的の短期滞
在ビザについては、受診する外国人本人のはかに、必要に応じ同行者にも発給の便宣を

毀恢議嗜磐義喜醤顧誦 ふら長島商あ鷺差を手走してぃなふ国人の注
留資格の取扱いを明確化し、円滑に入国できるよう、平成22年中に所要の措置を行う。

平成22年中措置
外務省
法務省

ドラッグラグ、デバイスラグの更なる
解消     、

薬事の承認審査に係る手続きの見直しについて検討し結論を得た上で、平成22年度中に
栗事・食品衛生審議会の規程の必要な改正を行う。

平成22年度中検
討・結論・措置

厚生労働省

ドクターベリの運行を請け負う航空
事業者に対する消防用無線局及び
医療:福祉用無線局に係る規制の
見直し

|クターヘリに搭載されている消防用無線及び医療・福祉用無線につし`て、消防・救急活
動における一元的な指揮による効果的な活動体制が担保されることを条件として、消防組
畿以外の者に対しても平成22年度中に消防用無線局の免許を与えることを可能とする。

平成22年度措置 総務省

く観光振興をはじめとした地域活性化>

森林・林業再生に向けた路網整備
に係る同意取付の仕組みの整備

又 、鶏鷲鷲翼配鰤躙 iⅧ盤罫蹴 躍璧響
成23年通常国会に法案を提出する。

平成22年度結論,

平成21年通常国会
への法案提出

農林水産省

巨訳案内士制度の見直し

報酬を得て通訳案内を業として行う通訳案内士になるには、「通訳案内士試験」に合格し
て、都道府県に登録する必要があるが:訪日外国人旅行者の急増等を受け、有償ガイドを
通訳案内士以外にも認めることについて、早期に検討し、平成22年度中に結論を得た上
で、できる限り早期に措置する。

平成22年度検討:

結論、できるだけ|
早期に措置

国土交通省

く国を開く経済戦略>

輸出通関における保税搬入原則の
見直し  ,     |

①貿易円滑化の推進等の観点から、関税法上、保税地域に貨物を搬入後に行うこととき

護]:]i!』I:liili]::itilii:1:iよ::子ま:」::[:[鸞
も可能となるよう、検討するよ            ‐
上記につき、平成22年度中に結論を得た上で、平成23年通常国会に法案を提出する。
②保税地域搬入前の輸出申告を可能とすることに伴い、適正通関を確保しつつ、二層の

攣観斯魏鋭糧罪黎導優鍵轟g戻掌責魔眼墓鶴翻聯鋪野
併せて検討するものとする. :

D平成22年度検
討・結論・平成23年
巨常国会へ法案提
出
Э平成22年度検
討,結論

財務省

国際航空貨物チャーター輸送にお
ける第二国の航空会社による貨物
チャーター便の運航容易化

国際航空物流の活性化によりヾ物流コストの低減を図る観点から、相互主義の確保に配
慮しつう、国際航空貨物チャ■夕■輸送における第二国の航空企業による貨物チャーター

便の運航の容易化を平成22年度中の可能な限り早期に実施する。

平成22年度中の可
指な限り早期に措
置

国土交通省

国際航空貨物チャ■夕‐輸送にお
けるフォワニダτ・チャーター便の
運航容易化   .    :

恩彎 靱 騨 場難 鑑 慇 躊孵雰拿湖珊慇 曇
者によるチャ=タニ)の運航の容易化を平成22年度中の■能な限り早期に実施する。

平成22年度中の可
能な限り早期に措
置

国土交通省

「内外に開かれた医療先進国。日
本」に係る査証発給要件等の緩和・

外国人医師の国内診療等,医 療
のために来日する外国人を受け入
れる国際医療交流への取組等…C

`看護師の臨床修練制度についても、医師と同様にその活用を促進するため、手続の簡素
化を図ること等について制度・運用の見直しを早期に検討し、平成22年度中に結論を得
て、できる限り平成2o年中に順次所要の措置を講する。     7      1

平成22年度中検
討。結論   ´

厚生労働省

<保 育その他>

公開買付期間中における自己買付
ナ         |

ョ1需異製窺遣全ぶ量だ磨8ぎ彗薄庁蒲掲肇る特別関係者
である場合でも、東京証券取

r正等のための買付けt顧客の注文を執行す
る際に生じた過誤による買付け等)ができるようにすることが適当か否か検討を行い、平成
2年度中に結論を得る。

平成22年度検討・

結論
金融庁

雲論馨8話鏃銘脚 錨塞鷺鑑織離菓爵削
平成22年度中に結論を得る:

平成22年度検討・

結論 金融庁
晃2係 ,7tの 役員同けストツクオフ
シヨンに係る有価証券届出書の届
出免除   |

発行者による上場株券等に係る公
開買付属出書の記載事項の簡略
|ヒ

響 詠 曇戦 轟 球 謝 鯉 閻 朧 を臓 搬 肥 務 g所
とつての情報の一覧性を確保しつつ、何らかの措置を取ることが可能かどうかにつき検討
を行い、平成22年度中に結論を得る。

平成22年度検討・

陪論
金融庁
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発行者以外の者による株券等に係
る公開買付届出書の記載事項の簡
略化

公開買付けにおいては、株主等は、比較的短期間のうちに、公開買付けに応募してその所
有する株券等を売却するか否かという重要な判断をする必要があることから、株主等に
とつての情報の一覧性を確保しつつ、何らがの措置を取ることが可能がどうかにつき検討
を行い、結論を得る。         .

平成22年度検討・

結論
金融庁

ストツクオプシヨンの開示規制の適
用除外

会社の取締役等のみ50名以上を勧誘の相手として1億円以上のストックオプションを発行
した後(これのみでは開示規制はかからない)、6ヶ月以内に会社等の取締役等でない者

:漁 1鯛 蒙殿 雪稲 磐紹 謙 覇 難 醤離 露 翻 訳 聯
度中に結論を得る。

平成22年度検討・

結論
金融庁

公開買付届出書における「対象者
の状況」の「その他1の記載事項の
簡素化

公衆縦覧されている情報について、公開買付届出書における同内容の記載をする必要が
らるか否かについて、株主等にとっての情報のァ覧性にも配慮しつつ、検討を行い 平ヽ成
22年度中に結論を得る。

平成22年度検討・

陪論
金融庁

公開買付期間中における買付者又
は対象者による有価証券報告書等
の提出が公開買付届出書の訂正.

届出書の提出事由とならないことの
明確化

四半期報告書(半期報告書)の提出については、「株券等の公開買付けに関する0&A」
(平成21年7月3日に公表)において、対象会社における役員の異動等、一定の重大な事
由が生じていない限りは 四ヽ半期報告書の提出のみをもうて、公開買付届出書に係る訂
正届出書の提案事由とはならないことを明確化したところであり、有価証券報告書の提出
についても、投資者保護に配慮しつつt検討を行い、平成22年度中に結論を得る。

'

平成22年度検討・

結論
金融庁

自動車の保管場所証明申請時にお
ける所在図の廃止

自動車の保管場所の位置と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合を除きt自動車保
管場所証明申請書への所在図(自動車保管場所証明書の交付の申請に係る使用の本拠
の位置並びに当該申請に係る場所付近の道路及び目標となる地物を表示した当該申請r
係る場所の所在図)の添付について、平成23年度上半期中に不要とする。

平成23年度上半期
措置 警察庁

自動車保管場所標章の受領方法
の見直し

自動車保有関係手続のワシストップサ‐ビスを利用して申請等が行われた場合にはt自
動車の保管場所の位置を管轄する警察署に出頭しなくても自動車保管場所標章を受領で
きることとするため、申請代理人が自動車保管場所標章を都道府県警察本部で一格して
受領することについて、平成22年度中に可能とする。

平成22年度措置 警察庁

交通事故証明書に係る利用者負担
の軽減     |

虻通事故証明書の変付に関しては、既に平成22年4月1日に手数料を一割引き下げたとこ
うであるが、平成22年度中に更なる利用者の負担軽減を図る。

平成22年度措置 警察庁

金融庁ホームページの適格機関投
資家の公表方法における該当条項
を示した専用のリストによる個社名
での公表

霊競是季慧皇皇l欝鼎網 篠民調整堤譜薪〔鸞喫理妻驚蘇
看■轟脇郭闘鐸留私謎慇梅総I響辱鵡醸離鱗機L
飾層場葉   こ

とができる方鋼こつい■早期こ検討ヒ結論を得た

平成22年度検討'

結論・措置
金融庁

有価証券届出書等における売出メ
の住所の記載方法の簡素化

個人情報保護に配慮し、個人である売出人の住所記載については、有価証券届出書の籠
載上の注意(企業内容等の開示に関する内閣府令)において市区町村までの記載で差L
支えない旨を規定することについて、平成22年中に所要の措置を講する。

平成22年中措置 金融庁

株式公開に係る有価証券届出書箸
こおける記載内容〈第二者割当箸
こよる取得者の概況)の柔軟化

有価証券届出書において「株式公開情報Jとして記載が求められている「第二者割当等a
概況」のうち「取得者の概況」については、投資者保護上の観点から、重要性の認めらカ
ない第二者割当について柔軟な記載が可能となるよう、平成22年中に所要の措置を講リ
るL

平成22年中措置 金融庁

有価証券報告書等における事業鋼
のリスクの記載時点の見直し

現行、継続開示書類に記載すべき「事業等のリスク」のうち重要事象等については、①窄
置証券報告書は事業年度末日現在、②四半期報告書・半期報告書は提出日現在の内容
を記載しなければならないこととされているこ「事業等のリスク1については、できる限り遍
訴め情報を開示することが投資者保護の観点から重要であると考えられることから、対錫
Lする事業年度、会tt期間等における状況について開示を求める継続開示書類としてC

脂鱗 聰 誌 8    =晨 1聴 秘密 協 鍋 離 務 肝
嘲

平成22年中措置 金融庁

4 0

価証券届出書等における記載上
注意(自己株式の処分)の明硝

有

の

化

警期躍野寵窮贈E繰彰魔驚[¶晟義翻騎島配婚きどを解
lu辮 雛     β 警i鼎燿 誰肉 話ζたの注意の表現の見直しについて、平成22年中に所要の措置を講ずる。

平成22年中措置 金融庁

金融商品取号l所に上場している受
益証券発行信託の受益証券iFか
かる、信託財産状況報告書の交伺
義務免除

信託財産状況報告書については、一定の受益者保護が図られている場合についてのみ、
その交付義務を免除しているところである。受益証券が金融商品取引所に上場されている
場合について、‐定の受益者保護が図られている場合に該当するか、その実態を把握L
た上で交付義務の免除について検討し、結論を得た上で、平成22年度中に所要の措置を
講ずる。

平成22年度検討。

結論・措置 金融庁
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別表25分 野を中心とした需要・雇用創出効果の高い規制。制度改革事項

辞
――‐‐‐‐一．一．一

<都 市再生・住宅>

1
マンション建替え円滑化法における
最低住宅面積の緩和    `

マンシヨン建替え円滑化法を活用した建替えには、各戸あたりの最低面積が定められてお
り、戸当たり面積の小さいワンルァムマンションの建替えが困難となつてし`るるこのため、
自賛え前の1戸当たり面積力t50薦未満の

発進じ迅魯発育rκ 援賜醜 彗書面積および居室数の条件を緩和し、マンシ
早期に検討し、結論を得た上で、平成22年度に措置を講じる。

平成22年度検討・

結論・措置
国土交通省

地下鉄等軌道上の市街地再開発
事業の推進

都市における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を推進する観点から、
都市再開発法に基づき第一種市街地再開発事業を実施する際に、地下の地下鉄軌道等
に区分地上権が設定されている場合についても、全員同意を得ずして権利変換が可能と
なる方策について早期に検討しt鉄道事業者との調整等を図つた上で、平成23年度中に
結論を得る。  |

平成22年度検討勝
l.A.平成23年度中
こ結論

国土交通省

地籍調査の積極的推進
土地情報の基礎である地籍調査を積極的に推進するため、民間法人の活用を図るために
必要な省令改正や運用通知の発出等を平成22年度中に講じる。

大街区化の推進
戦災復興事業割こよらて=定の基盤が整備吉れてい

騨 議
ど
幕寵 粋識

"区 に
細分化された土地の集約を進めるためのガイ

平成22年度措置 国土交通省

5
木造密集市衡地における住宅等の
建替え

な誨事蒲曇警撃雪憲μ観勝罰晨冨お晨留馬
路幅員が狭いこ樹こより接道条件を満たさ
る道路幅員等に係る建築基準法上の現行の

緩和措置について、積極的な活用が図られるよう、地方公共団体宛に周知徹底を図る。
平成22年度措置 国土交通省

<環 境,エネルギー>

6

再生可能ェネルギ■の導入促進に
向けた規制の見直し(港湾又は海
岸保全区域における風力発電開発
の推進)

港湾又は海岸保全区域における風力発電開発を推進するため、「港湾の利用:保全に著L
く影響を与える」判断基準(港湾法)や海岸保全区域における許可基準(海岸法)の明確化
について平成22年度中に結論を得、平成23年度のできるだけ早期に措置を講じる。

平成22年度中検
討:結論、平成23
年度早期に措置

国土交通省
農林水産省

7

再生可能エネルギーの導入促進に
向けた規制の見直し(事業用電気
工作物に係る工事計画届出・審査
等の手続の緩和)   . `

鋸 協 調 鏃 諦 ,重 憾)総 魔 躍 翻 罐 端 引窪課 謄
とされているがti事 計画届出・審査等の対象外となる太陽光発電設備の範囲の拡大に
ついて、平成22年度中に速やかに安全性の技術的検討を開始する。

平成22年度中に速
や力ヽこ検討開始

経済産業省

再生可能エネルギ,の導入促進に
向けた規制0見直しく水力発電設
備の=般用電気工作物となる範囲
の拡大)|

技術進歩を踏まえ、経済対策として再生可能エネルギーヘの投資を促進する観点から、1｀
型の水力発電設備(600V以下、かう、ダムを伴わないもの)にういて、一般用電気工作物
の範囲を、最大使用水量l m3/s未満という条件を課した上で、出力10kW未満から出力
20kW未満に拡大する。

平成22年度中に速
やかに措置 経済産業省

9
住宅・ビル等における省エネ設備・

新エネ設備の導入促進  ‐
り麟 繊網 踏塚震     基 署お愁紫貯
の取扱い(容積、高さの不算入対象)について明確化し、平成22年度中に周知する。

平成22年度中検
討:結論・措置

国 十 本 桶 者

ヨ   警
ニコカーの普及を促進するため、充電サニビスにうし`て、消費者への提供方法(時間単
陸,電力量単位)等に係る取扱ルールを明確化し、平成22年中に速やかに周知徹底する。

平成22年中に速や
かに措置

経済産業省

エコカニ普及にかかる制度整備(電
気自動車の充電スタンドの設置規
制の統一化)

離確0及 び管理体駅 目視監視・監視が
7:臨 害1豪彗薔l謬 騒 臨ることから、平成23年度中のできるだけ早期i

化しt統一的なルールを定める。

平成22年度検討庸
始、平成23年度中
のできるだけ早期
に結論・措置

総務省

発電所のリプレースの際の環境影
響評価の運速化

火力発電所のリプレニスは温室効果ガスの削減にも資することから、これらの事業のうち
聯 負荷が現状よりも改善するケ=スについて、環境影響評価に要する時日の短縮が可
能となるような手続の合理化を行うための方策の検討に平成22年度中に着手し、平成23
単度中に措置を講ずる。

平成22年度検討所
始、平成23年度結
論・措置

環境省

小型発電機の系統連系に関する規
定の見直し       ‐

発生した電力を電力会社へ売電する場合、設置する発電設備容量により低圧連系・高圧
連系に分けられているが(50kW未満が低圧(200V)、50kW以上は高圧(6.bkV))、設置する

平成22年度検討|

陪論、その後速や
いに措置

経済産業省

木質バイオマスを火力発電所等で
ポイラー燃料として利用する場合の
規制の在り方の検討

本質バイオマスを火力発電所等でボイラー燃料として利用する場合の廃棄物処理法に基
づく規制の在り方について、実態を十分に把握した上で必要に応じ検討を行う。

平成22年度開始 環境省
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一翡一
1事離 | 1軌 動

く医療・介護>

「内外に開かれた医療先進国。日
本」に係る査証発給要件等の緩和,
外国人医師の国内診療等―医療
のために来日する外国人を受け入
れる国際医療交流への取組等Ю
(再掲)    ｀

E諄離 議墓翼織 恣 :融予 謡響踵轄8密
図るよう、平成22年中に所要の措置を行う。
また。入院して治療を受けるなど入国当初から長期間の滞在を予定している外国人の在
留資格の取扱いを明確化し、円滑に入国できるよう:平成22年中に所要の措置を行う。

平成22年中措置
省
省

務
務

外
法

訪間看護ステ=ションの開業要件
の緩和(二人開業の解禁)

訪問看護ステ‐シヨンが適切にサービス提供を行えるよう、現行のサテライト事業所や特
例居宅介護サービス費の仕組み、事業形態の在り方等、看護師等の人員基準を含め、訪
問看護ステーシヨンの在り方について平成22年度中に検討を行いt結論を得る。

平成22年度中検
討・結論 厚生労働省

く観光振興をはじめとした地域活性化>

町家・古民家を活用した宿泊施設
に対する旅館業法の規制緩和

町家や古民家を活用した宿泊施設について、玄関帳場の設置義務など旅館業法に定めの
ある構造設備基準を緩和することにっいて、平成22年度中に検討を開始し、本年特区で措
軍した事例の検証を行い、平成23年度以降早期に結論を得る。

平成22年度検討・

平成2o年度以降早
期精諭 ‐ |

厚生労働省

養林漁家における「民宿」と「民泊」
の区分め明確化

有償で不特定多数の他人を宿泊させる場合には民宿開業に伴う旅館業の許可が必要で
あるが、教育旅行など生活体験等を行い、無償で宿泊させる民泊の場合は、同法律の規
定上適用除外であることを地方自治体に対して周知する。       .

平成22年度措置 厚生労働省

農業体験時の収穫野菜等調理にま
ける食品衛生法の規制緩和 蒻徊    i鸞

健観 ヨ鯛 編 棚 孵
)いて、早期に検討し、平成22年度中に結論

を得る。            |

平成22年度検討・

結論
厚生労働省

宿泊客べの周遊案内及びエコツ
アー等の事業者による参加者輸送
に対する道路運送法上の許可を不
要とする範囲の明確化

有償で旅客を運送する事業を行う場合には、道路運送法上の許可が必要であるがt宿泊
施設が送翠の間:1宿泊客を周遊案内する行為及びエコッアーなどの事業者によるエコツ
アー実施場所までの送迎|二ついては、一定の条件の下に道路運送法上の許可を不要とす
る範囲を明確化することについて、早期に検討し、平成22年度中に結論を得る。

平成22年度検討・

結論 国土交通省

農地利用集積円滑化事業の要件
の周知

本事業の実施主体として、同一地域における事業実施主体の重複が認められていること
こついて、より=層 の周知を図る。

平成22年度中措置 農林水産省

施業集約化の推進〈森林簿・森林
計画図の民間利用の拡大)

民間事業者による施業集約の掟進のため、意欲や能力のある事業体に対して森林の施業
皐約に必須である森林簿及び森林計画図が開示されるようご平成22年度中に都道府県に
功言を行うょ

平成22年度中措置 農林水産省

2 3
コンテナ型デニタセンター設置に係
る規制の見直し

コンテナ型データセンタこの設置について、無人運転が基本である等、その利用実態を踏
まえて建築基準法上の建築物の対象外とすることを検討し、結論を得た上で、平成22年度
中に措置を講じる。

平成22年度中検
討・結論・措置 国土交通省

2 4
就農研修資金の貸付対象に係る周
知

就農支援資金制度における就農研修資金は、民間企業が行う研修についても、その貸付
対象から除外していないことについて、周知する。

平成22年度中措債 農林水産省

民間で運営・管理する博物館等の
施設におけるけん銃の展示(所持)
禁上の見直し

朦 積選 雛 漏 棚 :犠溜穆 轟 鋼 朧 膚路 螺 循 :t
れているところ、民間で運営・管理する博物館等の施設においても展示できる範囲・方法
等について早期に検討し、結論を得た上、平成22年度中に必要な措置を講ずる。

平成22年度検討
結論・措置 警察庁
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華 I主:=11薦藤黎護 所隻常轟

く国を開く経済戦略>

輸出通関における保税搬入原則の
見直し(再掲)

①貿易円滑化の推進等の観点から、関税法上、保税地域に貨物を搬入後に行うこととき

[[il:
も可能となるよう、検討する。    1        ′

i
併せて検討するものとする。  1

Э平成22年度検|
討・結論・平成23年
日常国会へ法案提
出      :
D平成22年度検
討。結論

財務省

内航機:外航機の取扱し,こついて 翻 嬰督厭製翻鯉苦属調瞥猛織雛霜起鑽顆
′ヽる。したがって、効率的な事業運営のための手続の簡素化について、平成22年中に措
置を講するざ

平成22年中措置 財務省

ヨ際ビジネスに対応した日及び自
台体の行政手続窓口の整備

企業の事業円滑化のため、海外からの対日直接投資の促進も視野に入れつつ、複数の
分野又は事業において必要な国及び自治体の行政手続の窓回の=元 化くワンストップ化)
及び英語対応の窓自の設置について、平成22年度中に検討を行い、結論を得る。その後
医やかに措置を行うよ

平成22年度検討。

諸論tその後速や
いに措置

内閣府
経済産業省
その他関係

府省

高度外国人材の受入促進のための
ポイント制度の導入

Э第4次出入国管理基本計画において、今後5年程度で検討することとされている 現ヽ行

2言 黄菖          償 零鷲 鵠2高
度外国人材に対するポイント制を活用し

22年度中に検討し:結論を得る」
Э上述の優遇制度のうち、配偶者の就業,家事使用人の帯同等については、平成22年度
申に検討を開始する。       ´

Э平成22年度検
討・結論
Э平成22年度検調
開始

法務省
厚生労働省

特定原産地証明の電子発給の容
認を含めた利便性の向上

経済連携協定に基づく原産地証萌制度あ電子化に関し、経済産業大臣の指定発給機関

肇璧品編霧霧甦霧詩縄習留謀擢麗屏裟襲「l獣響襲謳男望製塁塁寃t
平成22年度中に検討し、結論を得る。

平成22年度検討・

結論
経済産業省

認定事業者(AEO)制 度の改善
AEO制 度にっいて、適正通関を確保しつつ利用者の利便性向上等を図る観点から、ベネ
フイットの追加を検討する。その際、AFO制 度の運用面の簡便性等も踏まえつつ、例えば
利用者のコンプライアンスやセキュリティニというた点に応じた取扱し,こついて考慮する。

平成22年度検討・

結論
財務省

日本国領海における外国籍船の荷
役待機の為の停留等の取扱ιЧこつ
い■〔

物流の効率化などの観点から:既に、船社等からの要望を踏まえ、当該外国船舶に不審
な点が認められないこと
海内で外

平成22年度検討・

陪論
国土交通省

3 3

専門学校を卒業した留学生が就労
可能な在留資格を中請する際の要
件の緩和

留学生の就職支援のため、専門学校を卒業した留学生が単純出国してしまった場合でも、

肇援麗軍昂稟壽降顆 ξよ
つ下就1可

能な在日=讐宇請t,こザT干下
ヽ平成22年度検討・

結論
法務省

3 4 ヨ際航空運賃規制の緩和
贄が国におけるLCCの 参入促進等の観点から、国際航空運賃の認可制度について、あら
いじめ認可を受けた上限額の範囲内であれば、機動的に運賃の設定・変更が行えるよう
こするための運用の緩和を、平成22年度中の可能な限り早期に実施する。

平成22年度中の司
能な限り早期に措
置

国土交通省

く保育その他>

電波の有効利用のための制度の見
宣し           ' 儡 職 祠 鉤 囃

用して負担する等|オニクシヨシ制度の考え方も取り入れた措置について平成22年度に検
討、結論を得、平成23年度に措置する。

平成22年度検討・

結論、平成23年度
措置

総務省

け政デ■タベースの民間における
副用・活用

流計法に規定される事業所母集団データベースの民間における情報の利用・活用に関し、
村象とする情報の範囲等について早急に検討を開始し、平成22年度中に結論を得る。

平成22年度検討・

結論 総務省

公的個人認証サービスの民間事業
昔べの利用拡大

公的個人認証サービスについて、民間事業者がオンラインでリアルタイムに本人の認証・

確認ができる仕組みを整備することについて、平成22年度から検討を開始する。
総務省
内閣官房

・
治

奮業の戦略的な事業再編の促進に

手墓塞塩鍮 言言T続及鍛3ξ鷲脇群善緋躍鱗纂潔軍るよ袋ぢ繋鷲霧3日扉撃罰姦
踏まえ、早期に見直しを行い、結論を得た上

で、平成22年度中に所要の措置を講ずる。

平成22年度措置
公正取引委

員会

舞心こども基金を活用した幼保
本化に向けた規制改革の推進

子ども・子育て新システムの基盤整備として、幼保一体化に向け、安心こども基金における
認定こども園の補助要件について以下のとおり緩和を進める。  1   ‐

R鍮 柵 鏃 轍 脇 [続麒 翠 締淵 8霞覚鑑 菫
8包鍵婆[]菖雲彗ξ席欝絶ちぃ1、年齢曇4あ基名(1轟1'1を受″1えれば可塵する)を進める。            |

平成22年度検討・

陪論 1
厚生労働省
文部科学省

2 9



鷲量 警纂■ 型 “:摯繹≡ 1実施時期 籠争

家庭的保育事業(保育ママ)の連携
先機関の拡大

家庭的保育事業〈保育ママ)については1現在、連携機関として認可保育所又は児童福制
施設最低基準を満たす認可外保育施設を確保することが求められているが、家庭的保鴨
事業の普及促進を図るため、=定 の条件を満たす幼稚園等についても、連携機関として認
めることとする3具体的な条件についてはヽ 平成22年度中に結論を得る。

平成22年度中結論
厚生労働省
文部科学省

短時間勤務保育士について
保育所における短時間勤務保育士の活用については、‐定の条件の下で常勤の保育士
に代えて短時間勤務保育士を活用できる旨通知されているところであるが、平成22年度中
に、この取扱いを改めて周知徹底することとする。

厚生労働省

トワィトスペース活用の実現につし
て

いわゆるホワイトスペース(放送用などある目的のために割り当てられているが地理的条
件や技術的条件によつて他の目的にも利用可能な周波数のこと)活用の実現に向けて、
平成22年度に「ホワイトスペース特区」などにおいて地域特性に応じたサニビスやシステム
の実現を目指した実証などを行い、この結果を踏まえ、平成23年度に環境整備を行う:

平成22年度検討所
始、平成23年度措
置

総務省

保険会社が海外不動産投資等を石
う場合に障壁となる規制の見直し
の検討    r

海外不動産投資を含む投資を行う保険会社の従属業務子会社の要件緩和につき:「議決
隆の総数の保有」に代わる基準の検討を行い、結論を得た上で平成22年に必要な措置を
講じる。

平成22年検討。結
論・措置

金融庁

銀行の投資専門子会社による劣後
ローンの供給の解禁

眼行の投資専門子会社による、ベンチャ■ビジネス会社及び事業再生途上の■般事業会
社への資金供給め方法に劣後ローンによる資金供給も認めることにより、ベンチヤニ企業
つ育成:企業再生等を通じ、経済活性化を図るため、平成22年に必要な措置を講じる。

平成22年措置 金融庁

3 0


